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Ⅰ 計画の目的 

  本市は、平成２１年３月に「都市と自然が調和した 安心・ 安全で活力あるまち 

幸手」を将来像とした第５次幸手市総合振興計画を策定しました。 

  この｢実施計画｣は、将来像を実現するために策定されている基本構想・基本計画を

より具体化し、行政運営の総合的かつ計画的な推進を目的とするものです。 

<施策の基本目標> 

 １ 自然と共生した安心・安全でゆとりのあるまち 

 ２ 健やかで生き生きとした暮らしのあるまち 

 ３ 地域の特性を活かした快適で特色あるまち 

 ４ 明日を支える人を育む教育・文化の豊かなまち 

 ５ 活力ある地域経済をおこすまち 

 ６ 市民一体となり自立した地域を育むまち 

 ７ 基本構想の実現のために 

Ⅱ 計画の性格 

  実施計画は、市政運営の効率的な運営を計画的に行うため、総合振興計画（基本構

想・基本計画）に掲げる施策をどのように実施していくかを明らかにする計画です。 

  すなわち実施計画は、具体的な事業の優先順位を決定し、優先度の高いものから的

確に実施するため、年度毎の財源のなかにおいて具体化させることによって、予算編

成の指針とするために策定するものです。 

Ⅲ 計画期間 

  第５次幸手市総合振興計画の計画期間は平成３０年度までであるため、実施計画の

計画期間は平成３０年度の１年度とし、社会、経済情勢及び財政状況等を勘案して、

ローリング方式により事業の見直しを行うものです。 

※ローリング方式とは、基本計画の計画期間中のある年度を初年度ととらえ、毎年度 

修正や補完などの見直しを行うことにより、刻々と変化する社会、経済情勢の変化 

に弾力的に対応し、計画と現実とが大きくずれることを防ぐための方法です。 
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<第５次幸手市総合振興計画の体系> 

平成21 22 23 24 25 26 27 28 29 30年度

・・・策定実施計画

第５次幸手市総合振興計画基本構想（２１年度～３０年度）

前期基本計画（２１年度～２５年度） 後期基本計画（２６年度～３０年度）

Ⅳ 計画の構成 

  この実施計画は、総合振興計画の基本計画の体系を基に、各部門の施策のうち、次

に掲げる事業の内容説明、平成３０年度の事業計画を掲載しています。 

        1  建設事業は、２か年度の事業費総額が 2,000 万円以上の事業、または単年度事

業費が 1,000 万円以上の事業 

２ 用地の取得事業は、金額にかかわらず全事業 

３ 維持管理事業、市補助事業、その他事務事業は、２か年度の事業費総額が

2,000 万円以上の事業 

  ４ その他、金額にかかわらず、下記に該当する事業 

     ・新規事業 

     ・特に重要と思われる事業 

     ・特徴的、独創性があると思われる事業 

     ・今年度から内容を大幅に変更しようとする事業 

     ・実施計画期間内に終期を設定しようとする事業 

<計画の見方> 

  １ 事業計画表の掲載要領 

     施策の体系と事業計画を掲載しましたが、この表の各欄は次の要領で掲載し

ています。 

  (1) 事業の内容は、事業の目的と内容を簡潔にまとめて掲載しています。 

  (2) 年度別事業計画 

     第５次幸手市総合振興計画の最終年度である平成３０年度の事業内容（量）

を掲載しています。 

※ 平成３１年度及び平成３２年度は、現在策定中の次期計画の事業のため、空

欄としています。 
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Ⅴ　基本計画体系図

１ 環境にやさしい

２ 廃棄物の排出抑制

４ 災害対策の充実

４ 安全快適な交通環境の維持

８ 消防・救急体制の強化 １ 常備消防の充実

１ 交通安全意識の向上
２ 交通安全施設の整備
３ 交通規制の推進

７ 交通安全対策の推進

４ 火災予防対策の充実
５ 救急救助活動の充実

２ 消防団の充実・支援

６ 地域安全活動の充実

３ 応急物資等の確保
４ 応援体制の拡充
５ 都市防災機能の強化
６ 地域防災計画の充実

１ 保水・遊水機能の確保
２ 排水対策の推進

５ 生活雑排水対策の推進
６ 公害対策の推進

５ 総合治水対策の推進

１ 自主防災組織の育成・支援

３ 河川の整備

　 でゆとりのあるまち

２ 災害に関する啓発・情報提供

１ 危機管理体制の確立
２ 幸手市国民保護計画の推進

７ 地盤沈下対策

Ⅰ 自然と共生した安心・安全
　 地域づくり

１ 広域的な取り組みの強化
２ 廃棄物処理・体制の整備
３ ４Ｒ運動の推進

１ 総合的環境行政の推進
２ 環境学習活動の推進
３ 自然環境の保全
４ 温暖化対策事業の推進

４ 産業廃棄物監視指導の強化

１ 犯罪防止活動の充実
２ 地域防犯活動の高揚

３ 広域消防体制の推進

３ 安心できる住環境の整備

３ 危機管理体制の強化
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　 周辺の開発
２ 圏央道インターチェンジ

１ 西口区画整理の推進
２ 幸手駅舎整備の推進
３ 東口周辺の市街地整備の推進

３ 幸手駅周辺の開発

４ 住民参加型のまちづくり

１ 新規産業団地の整備

Ⅲ 地域の特性を活かした １ 計画的な土地利用 １ 土地利用構想の実現化
　 快適で特色あるまち ２ 都市計画マスタープランの推進

３ 土地利用の規制・誘導

１ 国民健康保険制度の充実
２ 後期高齢者医療制度の運営
３ 国民年金制度の啓発
４ 生活保護の適正実施
５ 低所得者の自立支援

８ 社会保障制度の充実と
　 円滑化

５ 障がい児の教育・療育の充実
６ 保健・医療サービスの推進

　 自立と社会参加の支援

４ 地域包括支援センターの充実

７ 障がいのある人の １ 総合的な施策の推進
２ 啓発・交流活動の推進
３ 自立・社会参加の促進
４ 福祉サービス・生活支援の充実

２ 生活支援の充実
５ 高齢者福祉の充実

６ 介護保険制度の充実 １ 介護保険事業の円滑な運営
２ 介護サービスの充実
３ 介護予防事業の充実

３ 社会福祉協議会の充実強化
４ 地域福祉活動の推進
５ 福祉・医療・保健の連携の推進

４ 地域福祉の推進

１ 生きがいづくりの支援

３ 小児救急医療体制の充実
４ 献血の推進

３ 地域医療体制の充実

１ 地域福祉計画等の策定及び推進
２ 福祉コミュニティの育成

４ 健康相談・健康教育の充実
５ 訪問指導の充実
６ 感染症予防対策の推進

１ 地域医療体制の充実
２ 救急医療体制の充実

２ 健康づくりの支援 １ 健康日本２１幸手計画の推進
２ 特定健康診査・特定保健
                    指導の充実
３ がん等疾病予防事業の充実

３ 母子保健事業の充実
４ 子育て相談・連携体制の充実
５ 子育てと仕事の両立支援の推進
６ 経済的支援の充実

Ⅱ 健やかで生き生きとした １ 子育て支援の充実 １ 子ども・子育て支援事業計画

　 暮らしのあるまち ２ 地域の子育て支援の充実
　　　　　　　　　　　　 の推進

-6-



１ 水の安定供給
２ 水の有効利用の推進

８ 安全な水の供給

３ 橋りょうの整備・維持管理

６ 道路網の整備

４ 田園都市景観の形成

５ 水と緑の環境づくり

１ 鉄道輸送力の増強

３ 経営の効率化

３ 緑地・水辺環境の整備・保全
４ ふれあい散策路・遊歩道の整備

１ 幹線道路の整備・維持管理
２ 生活道路の整備・維持管理

２ 駅のバリアフリー化
３ バス路線の充実

７ 公共交通機関の拡充

１ 田園景観の保全・創造
２ 良好な住環境と都市景観
                  の整備・保全
３ 景観づくり活動の支援

１ 公共下水道の整備９ 下水道の整備

４ 屋外広告物対策の充実
５ 大規模建築物等への指導

１ 水と緑の基本計画の推進
２ 公園整備の推進

１ 耐震化の促進Ⅳ 明日を支える人を育む教育・

２ 水洗化の促進
３ 下水道施設の維持管理の充実

　 文化の豊かなまち ２ 心身の健康づくり
３ 地域と連携した安全の確保

　 安全の確保
１ 児童・生徒の安心・

３ 就学の援助
４ 進学の支援
５ 特別支援教育の充実
６ 余裕教室の活用
７ 高等教育の振興

２ 学校教育環境の整備 １ 総合的な教育行政の推進
２ 地域との交流の推進

５ 幼稚園教育の振興

３ 学校教育内容の充実

４ 青少年の健全な育成 １ 青少年活動の促進
２ 非行防止・環境浄化活動の推進

３ 文化財・歴史資料保存・

１ 基礎・基本の充実
２ 時代の変化に応じた教育の充実
３ 指導体制の充実
４ 教育相談の充実

１ 文化財の保護及び
                 愛護意識の啓発
２ 文化財・歴史資料の調査・

３ 国際感覚・意識の醸成

１ 生涯学習の総合的推進
２ 健康の増進と生涯スポーツ・
         レクリエーションの振興
３ 社会教育施設の整備・充実

                 研究と情報提供

４ 文化芸術活動の振興

６ 文化財の保護・活用

                 活用施設の充実

５ 社会教育の充実
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１ 生産基盤の整備１ 農業基盤の整備

１ 地産地消の推進

８ 消費生活の支援

   おこすまち ２ 農業経営の支援
３ 後継者の育成・支援
４ 生活環境の整備
５ 環境保全型農業の推進

Ⅴ 活力ある地域経済を

２ ブランド化・特産品開発の支援
３ 市民交流農業の推進

２ 地域農業の振興

１ 商店街の魅力ある環境整備
２ 中心市街地活性化事業の推進

３ 中心市街地の活性化

１ 経営力向上の支援
２ 後継者の育成・支援
３ 商業団体の活動の支援

４ 商業・サービス業の
　 活性化

６ 観光の振興

１ 経営力向上の支援
２ 地元雇用の拡大

５ 工業の活性化

１ 観光施設・ルートの整備
２ 伝統行事等の活用
３ 観光資源の掘り起こしと活用
４ 観光事業の充実・連携
５ 観光協会への支援・連携

２ 情報提供の推進

Ⅵ 市民一体となり自立した

１ 雇用情報の提供
２ 就業環境の充実
３ 福利厚生の充実支援

７ 勤労者対策の充実

３ 工業用地の確保
４ 企業立地の促進

１ 消費生活相談の充実

１ 市民との協働の推進 １ 協働体制の整備

３ 消費者活動の支援
４ 品質表示等の適正化の推進

　 地域を育むまち ２ まちづくり活動の支援

１ コミュニティ活動の推進
　 の支援
２ コミュニティ活動

２ コミュニティ意識の醸成

４ 市民活動の支援
５ 生活環境の充実

３ 人権意識の高揚

１ 推進体制の充実と市民活動

２ 人権相談活動の充実
３ 人権・同和教育の充実

４ 男女共同参画社会
　 の推進

３ 男女が共に社会参加できる
                     環境づくり

１ 啓発活動の推進

                         の支援

５ 平和・国際交流の推進

２ 男女共同参画社会形成への
                     意識づくり

４ セクハラ・ＤＶ対策

１ 平和事業の推進
２ 国際交流の充実
３ 国際理解の推進
４ 多文化共生の地域づくりの推進
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１ 広域圏計画の推進

                     研究・活用
３ 個人情報の保護

２ 地域情報通信システムの
１ 電子自治体の推進５ 地域情報化の推進

５ 情報公開制度の充実

４ 収納率向上対策
５ 適正な財源配分
６ 補助金の適正交付

４ インターネットの活用

　 の充実 ２ 市民意識の調査・意見の募集
３ 広報刊行物の充実

１ 市政概要説明会等の実施３ 広報・広聴・情報公開

３ 適正な受益者負担の確保

４ 民間活力の導入

２ 事務事業の見直し

２ 財源の確保

３ 効率的な行政組織の見直し

１ 人事管理の充実
２ 職員の能力開発

４ 信頼のある人材管理・
　 育成

１ 財政健全化計画の進捗管理２ 財政健全化の推進

１ 施策の進捗管理・評価Ⅶ 基本構想の実現のために

３ 市町村合併の検討

６ 広域行政の確立

５ 定住促進

２ 広域的な連携の検討・強化

１ 計画的な行政運営
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